
★ ア セ ス メ ン ト 票 や 記 録 票 等 の 「 転 載 」 に 関 す る 注 意 事 項 

 

Ｑ：掲載されている「アセスメント票・記録票」は、転載しても構わないでしょう

か？ 

 

Ａ：基本的には構いません。ただし、少し注意がありますので、ご参照ください。 

 

 

（１） 紙印刷やＰＤＦで作成するマニュアルなどの一部としての転載の場合 

   （ＰＤＦとしてマニュアル全体がＷｅｂに掲載される場合も含む） 

  

ぜひ、お願いします。むしろ、そのために作って掲載しているものでもあります。 

 ただし、勝手に修正されることを避けるため、ＰＤＦでしか提供していません。 

（もちろん、過去に勝手に修正されたことが複数回あったためにこのような対策とさ

せていただいていますので、ご理解ください） 

 それぞれ、「＊＊歯科医師会」「  県・  県歯科医師会・  県歯科衛生士会」」

「提出先     」のように書いてある部分のみは、それぞれ、自分の組織などの

都合にあわせて「追記」していただくための記載ですので、必要時、組織名や組織の

連絡先などを「追記」してご使用ください。 

 多くのものには、バージョンや作成日を入れてあります。更新した時にわからなく

なるので、これは消さないまま、掲載してください。 

 

なお、日本歯科衛生士会のマニュアルから許可を得て転載しているものもあります

が、もともとがＨＰに掲載されているものですので、こちらも「変更」せずにそのま

ま掲載するのであれば、出典明示のうえで掲載して構わないと考えます。 

 

組織としての許諾の証明などが必要な場合は、メールにてご連絡ください。 

 

 

（２） 単独でＷｅｂページに掲載する場合 

 

 「転載」ではなく、「リンク」としていただきたく思います。 

 当方では、時にバージョンアップした際に差し替えますが、ＵＲＬが変更されま

す。ですので、当方がバージョンアップした場合にはリンクが切れてしまいますが、

逆に、バージョンアップしたということがわかるはずです。 



 もし、転載されていた場合は、検索などをすると、新バージョンとともに旧バージ

ョンが検索にひっかかってくることとなってしまいます。パッと見では見分けがつか

ず、気づかないままに旧バージョンが持ち込まれて、結果的にチームによって違うフ

ォーマットに記載して提出してくるということとなり、本部で統制がとれなくなるこ

ととなり得ます。 

 

もちろん、マニュアルなどの一部としての転載の場合にも、同様のリスクはありま

すが、一般論として「マニュアルなどに掲載されているものは最新では無い可能性が

ある（マニュアルの発行日現在のものである）ということは、意識されやすいです。 

 

 上記の理由により、Ｗｅｂページなどに掲載したい場合は、リンクでお願いしてい

ます。なるべくリンク切れのリスクを減らしたい場合は、「記録票・資料ダウンロー

ド」のページ（ http://jsdphd.umin.jp/shiryo.html ）に対してリンクを貼ってい

ただくようにしていただければ、このページ自体は相当なことがなければＵＲＬを変

更することは無いため、管理側としてはストレスが減るかと思います。 

 

 

なお、これらは「全国統一」してある「アセスメント票や記録票」ですので、それ

ぞれの事情にあわせた「修正」「加筆」「序列の入れ替え」などの「変更」は禁止して

おり、必要時は「別途追加」の対応でお願いしています。 

詳細は、「★アセスメント票や記録票等の使用に関する注意事項」をご参照くださ

い。 
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